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2025 年 6 月 20 日 

弁護士 菅原 裕人 

2025 年 6 月 4 日、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関す
る法律等の一部を改正する法律案」（以下「本改正」といいます）が今国会で可決・成立し、同年 6 月
11 日に公布されました。 
 
本改正では、法律で初めて、いわゆる「カスタマーハラスメント」（以下「カスハラ」といいます。）
の防止措置を使用者に義務付けること等が定められた注目すべきものとなります。本改正の主要な項目
は以下のとおりです。 

① ハラスメント対策の強化（いわゆるカスハラの防止、就活セクハラの防止等） 
② 女性活躍の推進（男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表等） 
③ 治療と仕事の両立支援の推進（治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる努力義務） 

本改正のいずれについても事業者に影響のある内容となります。 
以下では、本改正の速報として、本改正の概要をご紹介します。 
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https://www.mhlw.go.jp/content/001502753.pdf


 ©Miura ＆ Partners. All rights reserved. 

 

2 

 

 

1. 本改正の概要 

本改正の内容は、主に、2024 年 12 月 26 日公表の「女性活躍の更なる推進及び職場における
ハラスメント防止対策の強化について（建議）」（以下「本建議」といいます。）に基づいて
いるもので、いわゆるカスハラや就活セクハラの防止についての雇用管理上の措置義務が初め
て定められたものとなります。 

本建議に基づいてなされた本改正の概要は以下のとおりです。 

項目 概要 施行日 

1. ハラスメント対策の強化
（労働施策総合推進法、
男女雇用機会均等法） 

① カスタマーハラスメントを防止するため、事業主
に対して雇用管理上必要な措置を義務付け、国が
指針を示すとともに、カスタマーハラスメントに
起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧
客等の責務を明確化 

※ （定義）職場において行われる顧客、取引の相手
方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業
に関係を有する者の言動であって、その雇用する
労働者が従事する業務の性質その他の事情に照ら
して社会通念上許容される範囲を超えたものによ
り当該労働者の就業環境を害すること 

公布日から起算
して1年6月以内 

② 求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止
するため、事業主に対して雇用管理上必要な措置を
義務付け、国が指針を示すとともに、求職者等に対
するセクシュアルハラスメントに起因する問題に関
する国、事業主及び労働者の責務を明確化 

公布日から起算
して1年6月以内 

③ 職場におけるハラスメントを行ってはならないこ
とについて国民の規範意識を醸成するため、啓発
活動を行う国の責務を定立 

公布日 

2. 女性活躍の推進（女性
活躍推進法） 

① 常時雇用する労働者の数が 101 人以上の一般事業
主及び特定事業主に対し、男女間賃金差異及び女
性管理職比率の情報公表を義務付け 

2026年4月1日 

② 女性活躍推進法の有効期限（2026 年 3 月 31 日ま
で）を 2036 年 3 月 31 日まで 10 年間延長 

公布日 

③ 女性の職業生活における活躍の推進にあたり、基
本原則において、女性の健康上の特性に配慮して
行われるべき旨を明確化 

公布日 

④ ハラスメント対策について、政府が策定する女性活躍
の推進に関する基本方針の記載事項の一つに位置付け 

公布日 

https://www.mhlw.go.jp/content/001365967.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001365967.pdf
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⑤ 女性活躍の推進に関する取組みが特に優良な事業
主に対する特例認定制度の認定要件について、求
職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に
係る措置の内容を公表していることを追加 

公布日から起算
して1年6月以内 

⑥ 特定事業主行動計画に係る手続の効率化 2026年4月1日 

3. 治療と仕事の両立支援
の推進（労働施策総合
推進法） 

事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進す
るため必要な措置を講じる努力義務の新設及び当該措置
の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定の整備 

2026年4月1日 

厚生労働省「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する
法律案の概要」より 

以下では、本改正について実務上の観点から解説します。 

2. ハラスメント対策の強化 

 (1) カスハラの防止措置義務 

これまでカスハラの防止に関して法律上は定められておらず、2025 年 4 月 1 日施行の「東京都
カスタマー・ハラスメント防止条例」が先行して、カスタマーハラスメントの防止の努力義務
が定められていた状況でした。（東京都カスハラ防止条例の内容に関しては、労働法 UPDATE 
Vol.19：カスタマー・ハラスメント対策の現在地、労働法 UPDATE Vol.15：労働法改正 Catch 
Up & Remind②～【速報】東京都カスタマー・ハラスメント防止条例の成立～をご覧くださ
い。）。 

本改正では、これまでの法律によるセクシュアルハラスメント（以下「セクハラ」といいま
す。）やパワーハラスメント等の防止と同様に事業主に雇用管理上の措置義務が課されること
になりました。以下ではその内容について紹介します。 

 カスハラの定義 

カスハラの防止措置義務の内容に関して、まずその定義についてですが、上記の概要にも記載
しているとおり、本改正におけるカスハラの定義は、次の 3 つの要素をすべて満たすものを言
います。 

① 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う 
② 社会通念上許容される範囲を超えた言動により 
③ 労働者の就業環境を害すること 

上記定義について本建議では、それぞれ考え方が示されており、今後もそれに従って指針が作
成されることが予想されるため、現時点においても参考になります。 
 
まず、①「顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者」のカスハラの主体については、本
建議において、以下の考え方が示されています（本建議 5 頁乃至 6 頁）。 

https://www.mhlw.go.jp/content/001438881.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001438881.pdf
https://note.com/miuraandpartners/n/nd9d34a8906f7
https://note.com/miuraandpartners/n/nd9d34a8906f7
https://note.com/miuraandpartners/n/n4cc407a48cae
https://note.com/miuraandpartners/n/n4cc407a48cae
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 「顧客」には、今後利用する可能性がある潜在的な顧客も含むと考えられること。 

 「施設利用者」とは、施設を利用する者をいい、施設の具体例としては、駅、空港、病
院、学校、福祉施設、公共施設等が考えられること。 

 「利害関係者」は、顧客、取引先、施設利用者等の例示している者に限らず、様々な者
が行為者として想定されることを意図するものであり、法令上の利害関係だけではな
く、施設の近隣住民等、事実上の利害関係がある者も含むと考えられること。 

次に②「社会通念上相当な範囲を超えた言動」についての考え方は以下のとおりです（本建議
6 頁）。 

  権利の濫用・逸脱に当たるようなものをいい、社会通念に照らし、当該顧客等の言動の
内容が契約内容からして相当性を欠くもの、又は、手段・態様が相当でないものが考え
られること。  

 「社会通念上相当な範囲を超えた言動」の判断については、「言動の内容」及び「手
段・態様」に着目し、総合的に判断することが適当であり、一方のみでも社会通念上相
当な範囲を超える場合もあり得ることに留意が必要であること。  

 事業者又は労働者の側の不適切な対応が端緒となっている場合もあることにも留意する
必要があること。  

 性的な言動等が含まれ得ること。 

そして、③「労働者の就業環境を害すること」については以下のとおりです（本建議 6 頁）。 

 労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、就業環境が不快なものとなったために能
力の発揮に重大な悪影響が生じるなどの、当該労働者が就業する上で看過できない程度
の支障が生じることを意味すること。  

 「平均的な労働者の感じ方」、すなわち、「同様の状況で当該言動を受けた場合に、社
会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の支障が生じたと感じるような言動
であるかどうか」を基準とすることが適当であること。 

 言動の頻度や継続性は考慮するが、強い身体的又は精神的苦痛を与える態様の言動の場
合は、1 回でも就業環境を害する場合があり得ること。 

 カスハラの防止措置義務の内容 

上記定義に該当するカスハラについて事業主が講ずべき防止措置義務の内容としては、以下が
予定されており、今後、指針において具体的な内容が定められる予定です。 

 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 
 相談体制の整備・周知 
 発生後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置 
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※ 自社の労働者が取引先等の他社の労働者に対してカスタマーハラスメントを行った場
合、その取引先等の事業主が講じる事実確認等の措置の実施に関して必要な協力が求め
られた際は、事業主はこれに応じるよう努めるものとされています。 

※ カスタマーハラスメント対策を講ずる際には、当然ながら、消費者の権利等を阻害しな
いものでなければならず、また、障害者差別解消法の合理的配慮の提供義務を遵守する
必要があります。 

厚生労働省「ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内」より 

基本的にはこれまで義務化されている各種ハラスメントの防止措置義務の内容と類似するものと
なりますが、カスハラの特性から、取引先の事業主についても事実確認等に応じる努力義務や消
費者の権利を阻害しないこと等、これまでのハラスメントにはなかった留意点があるため、それ
を踏まえた体制の整備を検討する必要があります。 

今後策定される指針を踏まえ、事業者としてはカスハラ防止体制の構築を進めることがよいでし
ょう。またその際には、東京都のカスハラ防止のガイドライン（本文とスライド資料）も参考に
なるものと思われます。 

 (2) 求職者等に対するセクハラ対策の義務化 

これまで、労働者ではない求職者についてはセクハラの防止措置義務の対象から外れていまし
たが、本改正では、求職者に対しても職場における雇用管理の延長として事業主の雇用管理上
の措置義務の対象に位置付けられることとなりました。 

本建議において示された雇用管理上の措置の具体的な内容としては以下のとおりです（本建議
8 頁）。 

 事業主の方針等の明確化に際して、いわゆるOB・OG訪問等の機会を含めその雇用する労
働者が求職者と接触するあらゆる機会について、実情に応じて、面談等を行う際のルール
をあらかじめ定めておくことや、求職者の相談に応じられる窓口を求職者に周知すること  

 セクシュアルハラスメントが発生した場合には、被害者である求職者への配慮として、
事案の内容や状況に応じて、被害者の心情に十分に配慮しつつ、行為者の謝罪を行うこ
とや、相談対応等を行うことが考えられること 

今後、カスハラの防止措置義務と同様に指針によって具体的な内容が示されるため、事業者と
してはその指針を踏まえて上記セクハラの防止体制の構築を進めることがよいでしょう。 

3. 女性活躍の推進 

 (1) 本改正の内容 

本改正では、2026年 4月 1日から女性活躍の観点での情報公表の義務の拡大がなされ、これによ
り多くの事業者に影響の与えるものとなります。本改正により具体的に以下の変化が生じます。 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/001502758.pdf
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharashishin0612.pdf
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharashishin_slide0612.pdf
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企業等規模 改正前 改正後 
301 人以上 男女間賃金差異に加えて、2項目以上 を公表 男女間賃金差異及び女性管理職比率

に加えて、2 項目以上を公表 
101 人～300 人 1 項目以上を公表 男女間賃金差異及び女性管理職比率

に加えて、1 項目以上を公表 
厚生労働省「ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内」より 

すなわち、①これまで従業員数 301 人以上の事業者に公表が義務付けられていた男女間賃金差
異について、101 人以上の事業者に公表義務を拡大するとともに、②新たに女性管理職比率に
ついても 101 以上の企業に公表が義務付けられることになりました。なお、従業員数 100 人以
下の企業は努力義務の対象になります。 

 (2) 本改正の実務上のポイント 

本改正により、従業員数 101 人以上の事業者に義務付けられていた、一般事業主行動計画の策
定や公表等の義務について上記のとおり変更がなされることになりました。 

この点に関して、本建議において、「男女間賃金差異については、指標の大小それ自体のみに
着目するのではなく、要因の分析を行い、課題を把握し、改善に向けて取り組んでいくことが
重要であることから、支援策の充実や事例の共有等を通じて、企業によるこれらの一連の取組
を促すとともに、「説明欄」の活用例の充実を図ることなどによりその更なる活用を促してい
くことが適当である。」（本建議 2 頁）という考え方が示されており、この公表を積極的に活
用することも想定されているところです。 

また、女性管理職比率についても、本建議で「女性管理職比率の情報公表に当たって、女性管
理職の状況の的確な把握を可能とするため、女性管理職比率について新たに「説明欄」を設け
た上で、追加的な情報公表を行うことが可能である旨を示すほか、男女それぞれの労働者数を
分母とし、男女それぞれの管理職数を分子とする男女別管理職登用比率を、参考値として記載
することが望ましい旨を示すことが適当である。」（本建議 3 頁）との考え方が示されていま
す。ただし、留意点として、不適正な計上を防ぐため、「上記の「説明欄」に、厚生労働省が
示している「管理職」の定義に沿うものである旨及び実際に計上している各企業の役職名を明
記することが望ましい」とされていることから、公表の活用にあたって注意する必要がありま
す。 

本改正により、大きく情報公表の対象となる事業者や、公表の内容が変わることとなります
が、今後、詳細な案内が出される見通しのため、それを見て公表内容を確認していくことにな
るものと見込まれます。 

 

4. 治療と仕事の両立支援の推進 

本改正では、治療と仕事の両立支援について、事業者の努力義務として行うことが定められま
したが、その内容に関しては、今後、指針によって明らかにされる見通しです。 

https://www.mhlw.go.jp/content/001502758.pdf
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詳細は指針によるところとなりますが、そこで記載される内容によっては労働者の休職からの
復職に関する実務上の対応に影響のあるものと見込まれますので、指針を踏まえた対応を検討
することも必要になることが想定されます。 

5. 本改正を踏まえた対応 

本改正によりカスハラ防止対策や就活セクハラの防止、女性活躍推進が前進することとなりま
すが、その影響は多くの事業者に及ぶことが予想されます。まずは本改正の概要をご覧いただ
き、本改正によって影響のある内容の詳細を確認の上、各施行日までに準備を行っていくこと
が求められます。 

 

【訂正】2025 年 10 月 24 日：本文中の「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び
職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案」の参照先を差し替えました。 
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